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二
〇
一
〇
年
は
一
九
一
〇
年
の

韓
国
併
合
か
ら
一
〇
〇
年
目
に
当

た
る
。
日
韓
間
で
は
、
一
九
一
〇

年
の「
韓
国
併
合
に
関
す
る
条
約
」

が
、
当
初
か
ら
有
効
か
無
効
か
と

い
う
議
論
が
紛
糾
し
て
い
る
。

　

韓
国
併
合
の
研
究
に
関
し
て

様
々
な
視
点
か
ら
の
考
察
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
一
九
〇
四
年
の

日
露
戦
争
開
戦
か
ら
一
九
一
〇
年

の
韓
国
併
合
に
至
る
過
程
に
お
い

て
、
そ
の
中
心
人
物
で
あ
る
伊
藤

博
文
の
対
韓
政
策
に
つ
い
て
研
究

し
た
資
料
を
紹
介
す
る
。

　

統
監
府
統
治
期
に
お
け
る
研
究

で
は
、
初
代
統
監
と
な
っ
た
伊
藤

博
文
が
韓
国
併
合
を
積
極
的
に
進

め
た
か
否
か
と
い
う
点
に
議
論
が

分
か
れ
る
。
そ
し
て
、
韓
国
併
合

を
ど
の
時
点
で
決
め
た
の
か
、
韓

国
併
合
に
至
る
理
由
は
何
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
点
に
議
論
が
膨
ら

む
。
そ
の
中
で
、「
保
護
国
論
」
か

「
併
合
論
」
か
、「
漸
進
派
」
か
「
急

進
派
」
か
、「
文
化
統
治
」
か
「
武

断
統
治
」
か
と
い
う
観
点
が
鍵
を

握
る
。

　

森
山
茂
徳
著
『
日
韓
併
合
』〈
日

本
歴
史
叢
書

　四
七
〉（
吉
川
弘

文
館

　一
九
九
五
年
）
で
は
、
伊

藤
博
文
は
韓
国
の
自
治
の
実
現
に

保
護
政
治
の
目
標
を
設
定
し
、
韓

国
併
合
は
最
後
の
手
段
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
伊
藤
博

文
は
当
初
は
保
護
国
論
者
で
あ
っ

た
が
「
自
治
育
成
政
策
」
へ
の
批

判
や
外
国
の
干
渉
の
恐
れ
か
ら
併

合
論
者
に
転
換
し
た
と
い
う
見
方

で
あ
る
。
伊
藤
博
文
は
統
監
に
就

任
す
る
と
借
款
の
必
要
性
や
教
育

の
振
興
、
警
察
力
の
強
化
な
ど
の

文
化
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
一
九

〇
七
年
七
月
に
第
三
次
日
韓
協
約

が
調
印
さ
れ
る
と
、
司
法
制
度
整

備
、
銀
行
設
置
、
教
育
振
興
、
殖

産
興
業
の
四
つ
の
要
素
か
ら
成
る

「
自
治
育
成
政
策
」
を
進
め
て
い

く
。
第
三
次
日
韓
協
約
に
よ
り
日

本
が
韓
国
を
全
権
掌
握
し
た
が
、

併
合
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の

最
大
の
理
由
は
、
ロ
シ
ア
が
併
合

を
承
認
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
、
第
三
次
日
韓

協
約
の
調
印
が
実
質
的
な
併
合
で

あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

海
野
福
寿
著
『
伊
藤
博
文
と
韓

国
併
合
』（
青
木
書
店

　二
〇
〇

四
年
）
で
は
、
伊
藤
博
文
が
自
治

植
民
地
を
目
指
し
な
が
ら
、
漸
進

的
に
韓
国
併
合
を
進
め
た
点
に
論

理
を
展
開
し
て
い
る
。
日
本
主
導

の
近
代
化
を
推
進
し
て
い
け
ば
、

や
が
て
韓
国
人
も
近
代
化
に
馴
化

し
、
将
来
は
日
本
の
従
属
国
家
と

し
て
の
植
民
地
自
治
国
と
な
る
こ

と
に
韓
国
も
合
意
す
る
で
あ
ろ

う
、
こ
れ
が
伊
藤
博
文
の
韓
国
植

民
地
化
の
基
本
構
想
で
あ
る
と
い

う
。
そ
の
う
え
で
、
国
際
的
承
認

が
得
ら
れ
れ
ば
韓
国
併
合
を
行

い
、
韓
国
を
植
民
地
自
治
国
と
し

て
軟
着
陸
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
懐
柔
に
よ
っ
て

も
韓
国
国
民
の
信
頼
を
得
る
こ
と

は
で
き
ず
、
正
当
性
の
獲
得
に
自

信
を
失
っ
た
精
神
的
打
撃
は
、
疲

労
を
加
重
さ
せ
て
い
き
、
伊
藤
博

文
は
、
一
九
〇
九
年
五
月
に
統
監

を
辞
任
す
る
。

　

伊
藤
之
雄
、
李
盛
煥
編
著
『
伊

藤
博
文
と
韓
国
統
治
：
初
代
韓
国

統
監
を
め
ぐ
る
百
年
目
の
検
証
』

〈
人
と
文
化
の
探
究
六
〉（
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房

　二
〇
〇
九
年
）
は
、

日
韓
の
一
二
人
の
著
者
に
よ
る
論

文
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
伊
藤
博

文
を
併
合
論
者
と
考
え
な
い
日
本

人
研
究
者
と
、
併
合
論
者
と
考
え

る
韓
国
人
研
究
者
に
見
解
が
分
か

れ
て
い
る
。
伊
藤
之
雄
の
論
文
で

は
、
伊
藤
博
文
が
併
合
論
者
で
あ

る
か
否
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問

題
設
定
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
、

大
切
な
こ
と
は
、ど
の
よ
う
な
過

程
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
、
い
つ

伊
藤
博
文
が
併
合
を
決
意
し
た
の

か
と
い
う
こ
と
を
、
実
証
的
に
考

察
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
述
べ
て

い
る
。伊
藤
博
文
は
、少
な
く
と
も

一
九
〇
七
年
五
月
ま
で
は
併
合
を

し
な
い
形
の
韓
国
統
治
構
想
を
維

持
し
、
日
本
の
利
益
を
第
一
に
考

え
つ
つ
も
、
韓
国
の
利
益
も
考
慮

し
、
最
小
限
の
経
費
で
施
政
の
近

代
化
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
方
光

錫
の
論
文
で
は
、
伊
藤
博
文
は
終

始
併
合
の
可
能
性
を
認
め
て
い
た

と
、
現
在
の
韓
国
学
界
の
通
説
を

述
べ
る
。
し
か
し
、
併
合
の
進
め

方
は
漸
進
論
を
と
り
、
政
策
の
転

換
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
っ
た
。

一
九
〇
七
年
の
後
半
か
ら
韓
国
国

民
の
激
し
い
抵
抗
な
ど
に
よ
り
、

保
護
統
治
の
限
界
を
感
じ
、
次
第

に
併
合
論
に
傾
い
た
と
見
て
い

る
。
李
盛
煥
の
論
文
で
は
、
第
三

次
日
韓
協
約
の
調
印
を
前
後
し

て
、
伊
藤
博
文
の
韓
国
統
治
は
質

的
に
大
き
な
変
化
を
見
せ
、
保
護

政
治
が
失
敗
し
た
こ
と
を
指
摘
す

る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
シ
ア
を
は
じ

め
と
す
る
外
国
勢
力
の
介
入
可
能

性
に
加
え
、
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

韓
国
国
内
の
民
族
運
動
に
危
機
感

を
持
ち
、
保
護
政
治
か
ら
植
民
地

化
へ
と
政
策
転
換
し
た
と
い
う
。

　小
川
原
宏
幸
著
『
伊
藤
博
文
の

韓
国
併
合
構
想
と
朝
鮮
社
会
：
王

権
論
の
相
克
』（
岩
波
書
店

　二

〇
一
〇
年
）
は
、
日
本
の
政
治
指

導
者
に
お
け
る
複
数
の
韓
国
併

合
、
韓
国
植
民
地
化
構
想
、
伊
藤

博
文
の
政
策
を
具
体
的
に
検
討
す

る
一
方
、
日
本
の
韓
国
植
民
地
化

過
程
に
お
け
る
韓
国
社
会
の
反
応

を
究
明
し
な
が
ら
日
本
の
韓
国
併

合
過
程
を
考
察
し
た
。
日
本
は
一

九
〇
五
年
一
一
月
に
調
印
さ
れ
た

第
二
次
日
韓
協
約
に
よ
り
韓
国
を

保
護
国
化
す
る
と
、
一
九
〇
六
年

二
月
に
統
監
府
を
設
置
し
た
。
伊

藤
博
文
が
重
視
し
た
の
は
、
皇
帝

権
の
抑
制
と
傀か

い

儡ら
い

政
権
に
よ
る
国

家
的
従
属
関
係
の
構
築
で
あ
っ

た
。第
三
次
日
韓
協
約
に
よ
っ
て
、

日
本
が
韓
国
内
政
権
に
干
渉
す
る

法
的
根
拠
を
獲
得
し
、
統
監
府
の

植
民
地
権
力
機
構
化
を
進
展
さ
せ

た
。
こ
こ
で
、
第
三
次
日
韓
協
約

以
降
の
統
治
体
制
を
筆
者
は
「
第

三
次
日
韓
協
約
体
制
」
と
呼
び
、

そ
れ
は
、
伊
藤
博
文
の
韓
国
併
合

構
想
を
反
映
し
た
過
渡
期
的
な
支

配
体
制
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

つ
ま
り
、
伊
藤
博
文
は
第
三
次
日

韓
協
約
体
制
に
よ
っ
て
韓
国
併
合

を
円
滑
に
進
め
よ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
伊
藤
博
文
を
保
護
国

論
者
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
指
摘
す
る
。

（
に
か
い　

ひ
ろ
ゆ
き
／
ア
ジ
ア
経

済
研
究
所
図
書
館
）

※�

こ
こ
で
い
う
「
韓
国
」
と
は
一
八

九
七
年
か
ら
一
九
一
〇
年
ま
で
続

い
た
「
大
韓
帝
国
」
を
指
す
。

韓
国
併
合
一
〇
〇
年

二
階
宏
之
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